
 「神奈川 介護施設 ＋Safe 協議会」設置要綱  

 

１ 設置趣旨・目的 

休業４日以上の労働災害による死傷者数は、介護施設では増加傾向にあり、事故の型別

でみると、「転倒」及び腰痛等の「動作の反動・無理な動作」による死傷者数が年々増加

し、全体の約７割という状況にあるなど、労働者の作業行動を起因とする労働災害（以下

「行動災害」という。）の増加が課題となっている。 

また、腰痛や転倒による災害が全体の約７割を占めており、うち転倒災害では約半数が

骨折などを伴う休業１か月以上の災害であるなど、腰痛や転倒による行動災害の中には後

遺症を伴う重篤な災害も発生している。 

その影響は企業における経営活動にも多分に影響を及ぼしている可能性があることか

ら、その対策は喫緊の課題であり、必要な対策を講じ、死傷者数を着実に減少傾向に転じ

させる必要がある。 

死傷者数を減少に転じさせるためには、増加する行動災害の予防を労働分野の問題とし

てだけではなく、働き手の確保などの企業の経営問題、国民の健康に関わる問題として捉

え、関係者が一丸となって対策を講じることが必要である。 

本協議会は、構成員が社会福祉施設における課題を共有し、構成員の安全衛生に対する

意識啓発と自主的な安全衛生活動の定着を図るとともに、構成員が管内の安全衛生に対す

る機運醸成を推進することを目的とする。 

 

２ 実施事項 

（１）構成員の取組に関する情報交換 

（２）行動災害防止対策や健康づくりなどの専門家による講演 

（３）構成員の取組目標等を定めた協定の締結 

（４）構成員相互間での現場視察、パトロール等の実施 

（５）行動災害防止にかかる啓発資料等の作成 

（６）厚生労働省で実施予定のコンソーシアムへの参加・アワードへの応募 

 

３ 構成員 

  別紙のとおり 

 

４ 開催頻度 

半期に１度程度（８月及び２月を目安に開催する。） 

 

５ その他留意事項 

その他協議会の運営に必要な事項は、構成員の議論を経て決めることとする。 

 

付則  令和４年８月 30 日成立 

    令和５年２月８日改正 



番号 構 成 員 名 所 在 地

1 株式会社 ツクイ 横浜市港南区上大岡西1-6-1

2 社会福祉法人 同愛会 横浜市保土ヶ谷区上菅田町1696

3 社会福祉法人 同塵会 横浜市港南区下永谷4－21－10

4 社会福祉法人 県央福祉会 大和市中央2-4-8　S･Kビル101

5 社会福祉法人 伸こう福祉会
横浜市西区みなとみらい2-2-1
横浜ランドマークタワー44階

6 社会福祉法人 若竹大寿会 横浜市神奈川区平川町2-4

7 神奈川県　福祉子どもみらい局　福祉部　高齢福祉課 横浜市中区日本大通１

8 神奈川県　健康医療局　保健医療部　健康増進課 横浜市中区日本大通１

9 横浜市　健康福祉局　高齢健康福祉部　高齢施設課 横浜市中区本町6-50-10　横浜市庁舎16階

10 川崎市　健康福祉局　長寿社会部　高齢者事業推進課
川崎市幸区堀川町580
ソリッドスクエア西館10階

11 相模原市　健康福祉局　地域包括ケア推進部　福祉基盤課 相模原市中央区中央2-11-15

12
社会福祉法人 神奈川県社会福祉協議会
（経営者部会長：社会福祉法人 泉心会）

横浜市神奈川区反町3-17-2
（伊勢原市三ノ宮511-1）

13 社会福祉法人 横浜市社会福祉協議会 横浜市中区桜木町1-1

14 公益財団法人 介護労働安定センター　神奈川支部 横浜市中区弁天通6-79　港和ビル８階

15 中央労働災害防止協会 東京都港区芝5-35-2

16 独立行政法人 労働者健康安全機構　神奈川産業保健総合支援センター
横浜市神奈川区鶴屋町3-29-1
第６安田ビル３階

17
公益社団法人 神奈川県理学療法士会
（副会長：有限会社 足柄リハビリテーションサービス）

横浜市西区楠町4-12　アーリア20　101号
（小田原市堀之内253-1）

18 厚生労働省　神奈川労働局　労働基準部　健康課
横浜市中区北仲通5-57
横浜第二合同庁舎８階

「神奈川 介護施設 ＋Safe協議会」構成員名簿（R5.8.30現在）


